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平成 26 年 3 月 27 日

（変更）平成 27 年 1 月 21 日

（変更）平成 27 年 2 月 3日

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の平成２６年度計画

鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」という。）は、独立行政法人通則法第３

１条の規定に基づき、中期計画に定めた事項に関して平成２６ 年度において実施すべき事

項を定める。

１．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置

（１）鉄道建設等業務

① 整備新幹線整備事業

建設中の新幹線の各線について、工事完成予定時期を踏まえ、事業の着実な進捗を

図る。

特に、北陸新幹線（長野・金沢間）については、軌道工事及び設備・電気工事等を

完了させるとともに、設備・電気に係る諸試験及び各種設備監査等を実施し、平成２

６年度末に完成させる。北海道新幹線（新青森・新函館北斗間）については、平成２

７年度末の完成に向けて、軌道工事及び設備・電気関係工事等の進捗を図るとともに、

設備・電気に係る諸試験及び各種設備監査等を実施する。

また、整備新幹線の工事の進捗状況については、ホームページで公表する。

② 都市鉄道利便増進事業等

神奈川東部方面線（相鉄・ＪＲ直通線、相鉄・東急直通線）のうち、相鉄・ＪＲ直

通線区間については、関係機関との連携・調整及び残地権者の用地取得を進めるとと

もに、西谷トンネルの掘削や羽沢駅（仮称）の開削工事等の路盤工事を着実に推進す

る。

相鉄・東急直通線区間については、関係機関との連携・調整及び用地取得を進める

とともに、新横浜駅（仮称）の開削工事等の路盤工事を着実に推進する。

民鉄線工事の小田急小田原線については、安全かつ着実な事業の推進のため、工程

調整等関係機関の連携・調整を図りながら、必要な予算確保等の処置を講じ、工事完

成予定時期を踏まえ、着実に推進する。
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③ 鉄道建設業務に関する技術力を活用した受託業務等の支援

受託工事各線について、所定の工期内で完成できるよう着実な進捗を図る。

特に、平成２６年４月に全線での運行を再開する三陸鉄道（北リアス線・南リアス

線の復旧）については、同年９月までに工事を完了する。平成１７年度に工事を開始

し、平成２７年に開業する予定の仙台市高速鉄道東西線については、平成２６年内に

受託工事を完了する。えちぜん鉄道については、連続立体交差事業に伴う高架化工事

に着手する。

また、鉄道事業者、地方公共団体等からの要請に対応し、鉄道整備の計画に関する

調査を実施する。

なお、新たな工事の受託要請があった場合は、外部有識者からなる「鉄道工事受託

審議委員会」において審議し、同委員会の意見を踏まえながら、受託の可否について

決定する。

鉄道事業者、地方公共団体との情報交換等の機会を捉え、鉄道施設の保全・改修、交通

計画策定等に関するニーズを把握し、関係諸機関との連携強化を図りつつ、鉄道ホームド

クター制度として、鉄道構造物の補修等に係るアドバイス、地域における交通計画の検討、

分析、評価等に資する機構の支援システム（ＧＲＡＰＥ）を活用した支援等を適切かつき

め細やかに実施する。

さらに、地域鉄道に関係する諸機関と緊密に連携して、このような機構の技術的支援に

係る情報を発信し、その一層の利用を促進する。

④ 鉄道建設に係る業務の質の向上に向けた取組み

工事の検査を充実させる対策を進めるとともに、構造物の品質を確保しつつ、施工性、

経済性の向上を図るため「パイルスラブ式盛土設計の手引き」等の各種技術基準類の

整備に係る作業を進め、その内容について講習会等を通じて関係者に周知・徹底する。

また、鉄道建設に必要な技術力の向上及び承継のために、施工監理講習及び経験年

数を踏まえた段階的な技術系統別の研修を実施するとともに、業務に関連する技術士

等の資格の取得を促進する。

鉄道建設工事の進捗を踏まえ、技術開発テーマの抽出から成果の活用に至るまで一

貫して推進するため、土木（トンネル、橋りょう、土構造）、軌道、機械、建築、電気

の業務分野ごとに設置している分科会において、各路線に係るニーズに基づき計画的

に技術開発を推進する。また、その成果の一層の活用を図るため、技術開発が完了し

たテーマについて継続的にフォローアップする。さらに、土木学会等の委員会への積

極的な参加に加え、技術開発した成果をこれらの学会等、本社における技術研究会及

び支社局における業務研究発表会を通じて公表する。

国の公共事業コスト構造改善の状況及び趣旨を踏まえつつ、総合的なコスト構造改

善を推進するため、技術開発等により、一層の鉄道建設コスト縮減に努めるとともに、
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コスト構造改善プロジェクトチーム会議を開催し、工事の計画・設計から実施段階に

おいて、コスト縮減に資する具体的施策を着実に実施する。また、鉄道建設に係るコ

スト縮減の実施状況及びその効果については、ホームページ等において国民に分かり

やすい形で公表する。

工事関係事故防止に係る啓発活動については、発生した事故の種別や原因を分析の

上、事故防止対策委員会により審議し、再発防止に資する事項を工事関係事故防止の

重点実施項目に盛込み、これらの取組状況を事故防止監査により確認する。さらに、

受注者に対する事故事例等を用いた指導及び事故事例等に関する情報の共有化等によ

り安全意識の向上を図る。

⑤ 我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組みに対する技術協力

国等が進める我が国鉄道技術の海外展開に協力するため、国土交通省等の関係機関

との連携を図りつつ、海外への専門家派遣や各国の研修員等の受入れを実施し、海外

鉄道プロジェクトへの技術協力を実施する。特に、カリフォルニア高速鉄道計画、イ

ンド高速鉄道計画、スウェーデン高速鉄道計画等、各国の高速鉄道計画・構想に対す

る技術協力を国土交通省等関係機関との緊密な連携の下で実施する。

また、国が推進している鉄道技術の海外展開に係るコンサルティング業務の機能強

化に向けた取組み及び鉄道分野における国際規格への取組みに協力する。

さらに、必要に応じて海外の鉄道建設関係の機関等との技術交流を実施する。

（２）鉄道施設の貸付・譲渡の業務等

鉄道事業者に対し貸付又は譲渡した鉄道施設の貸付料・譲渡代金の確実な回収を図

る。なお、償還期間の変更を実施した事業者については平成２５年度決算終了後経営

状況等の把握をし、償還確実性を検証する。

平成２６年度末完成予定の北陸新幹線（長野・金沢間）について、東日本旅客鉄道

株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社に対し、それぞれ貸付を行う。

国土交通大臣が指定する貸付期間が経過する湖西線（山科・近江塩津間）について、

西日本旅客鉄道株式会社に譲渡を行い、その譲渡代金の確実な回収を図る。

並行在来線への支援のための貨物調整金について、特例業務勘定から建設勘定への

繰入れにより、国土交通大臣の承認を受けた金額を日本貨物鉄道株式会社に対して交

付する。

（３）鉄道助成業務

勘定間繰入・繰戻及び補助金交付業務等を誤処理なく適正に執行するとの観点から、
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受払い確認を徹底するとともに、標準処理期間（補助金等支払請求から支払まで３０

日以内、国の補助金受入から給付まで７業務日以内）を遵守する。また、法令、国の

定める基準に従い、取扱要領等を必要に応じて見直すとともに、補助金等審査マニュ

アルに基づく審査業務の効率的な執行を図る。

「鉄道助成業務の審査等に関する第三者委員会」を年２回開催し、またこの委員会

からの改善意見を１年以内に業務運営に反映させる。補助金等に係る審査事例を収

集・蓄積し、共有化することにより審査ノウハウを継承するとともに、職員のスキル

アップを図るため、研修計画（年１０回以上）に基づく研修等を着実に実施する。こ

れにより業務執行に係る効率性の向上等、鉄道助成業務の更なる充実強化を図る。

助成制度に対する鉄道事業者等の理解促進を図るため、ガイドブック及びパンフ

レットの作成配布、ホームページでの公表を行うとともに、助成対象事業の効果的な

実施に資するため、鉄道事業者等を取り巻く情勢等に関する情報の収集・分析を行い、

その成果を鉄道事業者等に対して提供する等の支援活動を行う。

なお、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成２５年１２月２４日閣議

決定）を踏まえ、補助金等に係る受給団体の法令遵守体制を確保して不正受給・不正

使用の防止を徹底するため、関係法令を遵守すべきこと、交付決定の取消し等に係る

制度があること等関連する事項について引き続き周知徹底するとともに、不正受給・

不正使用があった場合にはその旨を機構のホームページにおいて公表する制裁措置を

実施する。

新幹線譲渡代金（平成２６年度回収見込額４，０９１億円）、無利子貸付資金等（平

成２６年度回収見込額２８３億円）について、約定等に基づく確実な回収を図るとと

もに、既設四新幹線に係る債務等について、約定等に沿った償還（平成２６年度約定

償還額２，２００億円）を行う。

（４）船舶共有建造等業務

① 船舶共有建造業務を通じた政策効果のより高い船舶の代替建造促進

代替建造の促進については、環境対策、物流の効率化、少子高齢化対策や離島航路

の整備対策等の国内海運政策の実現に寄与するために政策意義の高い船舶の建造を推

進する。

特に、物流効率化、環境負荷低減等に資するため、環境にやさしい船舶（スーパー

エコシップ、先進二酸化炭素低減化船、高度二酸化炭素低減化船、フルダブルハルタ

ンカー（海洋汚染防止対策船）等）については、政策効果のより高い船舶の建造隻数

比率を９０％以上とする。

また、海運事業者や荷主に対し、スーパーエコシップをはじめとする環境にやさし

い船舶について、セミナー等を通じて効果・利点をわかりやすく適切に周知･説明する



5

とともに、その船型、構造上の先進性、特殊性にかんがみ、設計段階から技術支援を

重点的に行う。

② 船舶建造等における技術支援

計画・設計・建造段階での技術支援を的確に実施するとともに、就航後の技術支援

の充実を図る。特に、スーパーエコシップ、先進二酸化炭素低減化船、技術力の乏し

い自治体等が建造する旅客船については、重点的に技術支援を行う。

事業者・有識者の意見をもとに選定した技術調査を実施する。また、技術支援に係

る研修、外部技術者との人事交流を実施することにより技術支援に係る職員の技術・

ノウハウを蓄積していくとともに、業務の効率化等を図るため技術支援マニュアルを

見直す。

③ 高度船舶技術の実用化の促進

事業者等へのヒアリングを踏まえて設定したテーマである「環境負荷低減、熟練船

員の減少に対応した航行の安全確保等内航海運の効率化に関し、既存技術と比較して

性能又は品質の著しい向上に資する新技術」について助成対象事業を公募し、実用化

された場合の波及効果を踏まえて選考した事業に対し、助成を行うことにより、高度

船舶技術の実用化の促進を図る。また、事業者等へのヒアリングを随時実施し、最新

のニーズ及び技術開発動向を的確に捉えた平成２７年度実用化助成のための募集テー

マを設定する。ホームページに募集要領を掲載する等、事業者に対する説明の充実を

図るほか、制度概要等に関する事業者への説明・相談会等を随時実施する。

助成対象事業の選考・評価等に際し、外部有識者で構成された高度船舶技術審査委

員会において、助成対象事業の事業計画及び実施結果の評価を行うとともに、助成対

象者、助成の成果等をホームページ等で公表する。

なお、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成２５年１２月２４日閣議

決定）を踏まえ、助成金に係る受給団体の法令遵守体制を確保して不正受給・不正使

用の防止を徹底するため、関係法令を遵守すべきこと、交付決定の取消し等に係る制

度があること等関連する事項について引き続き周知徹底するとともに、不正受給・不

正使用があった場合にはその旨を機構のホームページにおいて公表する制裁措置を実

施する。

④ 船舶共有建造業務における財務内容の改善

「内航海運効率化のための鉄道建設・運輸施設整備支援機構船舶勘定見直し方針」

（平成１６年１２月２０日国土交通省及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構）に基づ

く取組みを引き続き行い、適正かつ厳格な審査実施による新規未収金の発生防止に努

めるとともに、オペレーターへの関与要請、経営悪化事業者への経営改善指導、未収
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発生事業者への支払増額要請等、きめ細かな債権管理による回収の強化を図る。

第１期中期目標に掲げられた未収金の処理を、平成２８年度までのできる限り早い

時期に終了させるため、これらの未収金の回収、未収金残高に相当する引当金の計上

等を進める。中期目標における目標値である未収発生率１．３％以下、中期目標期間

終了時の未収金残高３１億円以下を達成するため、未収金の発生防止・回収促進等を

図るための措置を講ずる。

また、適正な事業金利の設定及び政策課題の実行等に留意しつつ財務改善策を一層

推進する。このため、平成２５年度に策定した繰越欠損金削減計画に基づき適切な事

業量の確保や、未収金の発生防止、債権管理及び債権回収の強化を実行することによ

り、繰越欠損金の縮減を図る。

海事勘定における財務改善の状況については、特に、繰越欠損金について、その要

因を含めホームページ及び業務実績報告書において国民にわかりやすく公表する。

（５）特例業務（国鉄清算業務）

① 年金費用等の支払及び資産処分の円滑な実施等

旧国鉄職員の恩給及び年金の給付に要する費用、旧国鉄時代に発生した業務災害に

係る業務災害補償費等については、適切な資金管理を行いつつ、円滑かつ確実に支払

を実施する。

また、都市計画事業の工程等によりやむを得ず処分できていない残存の土地につい

ては、処分の見通しを得るため、関係機関との協議・調整を進める。さらに、梅田駅

（北）更地化のための基盤整備工事を着実に進める。

なお、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社及

び日本貨物鉄道株式会社（以下「旅客鉄道株式会社等」という。）の株式については、

国等の関係機関と連携を図りつつ、各社の今後の経営状況の推移等を見極めながら、

適切な処分方法の検討等を行う。

② 旅客鉄道株式会社等の経営自立のための措置等

旅客鉄道株式会社等に対し、以下の支援措置を実施する。

・老朽化した鉄道施設等の更新その他会社の経営基盤の強化に必要な鉄道施設等

の整備に必要な資金に充てるための無利子の資金の貸付け又は助成金の交付

・北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社に対して発行した鉄道建

設・運輸施設整備支援機構特別債券について、国土交通大臣が定める利率に基

づく利子の支払

また、無利子の資金の貸付け若しくは助成金の交付又は利子の支払に当たっては、

適切な資金管理を行いつつ、法令その他の基準を遵守するとともに、旅客鉄道株式会
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社等のモラルハザードを防止し、誤処理なく適正にかつ効率的に実施する。

なお、並行在来線の支援のための貨物調整金に要する費用に充てるため、特例業務

勘定に係る業務の運営に支障のない範囲内の金額として国土交通大臣の承認を受けた

金額について、特例業務勘定から建設勘定への繰入れを実施する。

（６）機構の業務の適切な実施のための取組み

機構においては、北陸新幹線の融雪・消雪設備工事に係る入札に関して、関係職員

が入札談合等関与行為防止法違反で刑事処分を受け、公正取引委員会より機構に対し

て同法に基づく改善措置要求等が行われた。当該改善措置要求等を受けて取りまとめ

た調査報告書（平成２６年９月２６日機構公表）にある再発防止対策及び「独立行政

法人改革等に関する基本的な方針」（平成２５年１２月２４日閣議決定）の内容に沿っ

て、国の動向や他の独立行政法人の取組みも参考にし、理事長の強いリーダーシップ

の下、コンプライアンス体制やガバナンスの強化、入札・契約監視機能の強化、入札

契約手続きの見直し、情報管理の徹底等を行い、入札談合等関与行為等の再発防止に

徹底的に取組むとともに、機構のミッションや中期目標の達成を阻害する要因（リス

ク）の把握・対応を行うほか、研修や説明会の開催等を通じて、業務の適正を確保す

るための体制を整備し、内部統制の充実・強化を図る。

また、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成２５年１２月２４日閣議

決定）を踏まえ、船舶関係業務について、財務の健全性及び適正な業務運営を確保す

るため、金融業務に係る内部ガバナンスの高度化を図るための措置を講ずる。

また、「国民を守る情報セキュリティ戦略」等の政府の方針を踏まえ、新規業務従事

者等に対する研修、情報セキュリティ管理者等による自己点検及び情報セキュリティ

監査責任者による監査を行うなど、情報セキュリティ対策を推進する。

主な業務の実施状況、役職員の給与水準、入札結果や契約の情報、財務の状況等に

ついて、ホームページ等においてわかりやすい形で公表する。

業務の実施に当たって、外部有識者で構成された第三者委員会における意見等を踏

まえ、これを適切に実際の業務運営等に反映させるなど外部の知見の積極的な活用を

図る。

機構が果たしている役割、業務について国民の理解を促進するため、ホームページ

を引き続き充実させる。また、広報誌等を通じたよりわかりやすい広報活動を着実に

行うとともに、機構業務全般のパンフレットについて事業の実施状況に合わせた見直

し作業を進める。さらに、イベント、現場見学会等の機会を通じて、国民に対する情

報発信を積極的に進める。

機構で定める「環境行動計画」に基づき、温室効果ガス（ＣＯ２）排出量の削減に向

けたオフィス活動における取組みのほか、各業務における環境負荷の低減に係る取組
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みを着実に推進する。

また、職員の環境意識の向上等を目的とした研修を実施するとともに、建設工事等

により発生する建設廃棄物のリサイクル及びグリーン調達等の取組みを実施する。

機構の環境対策への取組状況や成果を盛り込んだ「環境報告書２０１４」を作成し、

ホームページ等を活用して、公表する。

２．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（１）組織の見直し

平成２６年度における組織体制については、業務の進捗等に対応した合理的、機動

的な組織の編成、運営の効率化等を図る。

（２）経費・事業費の削減

一般管理費については、平成２９年度において平成２４年度比で１５％程度に相当

する額の削減を目指し、抑制を図る。

また、給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職

員給与の在り方について厳しく検証した上で、目標水準・目標期限を設定してその適

正化に計画的に取り組むとともに、その検証結果及び取組状況を公表する。

なお、総人件費についても、政府における総人件費削減の取組みを踏まえ、厳しく

見直す。

さらに、事業費については、平成２９年度において平成２４年度比で５％程度に相

当する額の削減を目指し、１．（１）④中の鉄道建設コストの縮減に係る取組みや契約

方式の改善等の各種効率化を実施する。

内航海運活性化融資業務については、中期目標を達成することができるよう、貸付

金の規模も踏まえ、同融資業務を取り巻く環境等を勘案しつつ、各職員の担務の見直

し等業務運営の効率化を図る。

（３）随意契約の見直し

契約の透明性、競争性を確保する観点から、引き続き、「随意契約等見直し計画」を

着実に実施するとともに、契約監視委員会での意見を踏まえつつ、一者応札・一者応

募となっている案件については、契約条件等の更なる見直しを行い、一層の競争性の

確保に努める。また、入札・契約の適正な実施について、契約監視委員会等のチェッ

クを受ける。
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（４）資産の有効活用

宿舎、寮の集約化のため、こずかた寮、保土ヶ谷寮、船橋宿舎及び宿舎不用地（行

田宿舎用地の一部）については売却手続きを進める。

３．予算、収支計画及び資金計画

（１）予算、収支計画及び資金計画 （別紙）

（２）財務内容の改善（円滑な資金調達と確実な貸付金の回収）

資金調達に当たっては、資金計画を策定し、資金の一元管理を通じ、勘定間融通を

含めた短期資金及び多様な長期資金（シンジケートローン及び財投機関債等）を併用

した柔軟かつ効率的な資金調達を行うことにより、資金調達コストの抑制を図る。

また、投資家層の拡大等による安定的な資金調達を目的として、投資家に対する継

続的なＩＲ活動を実施する。

船舶の改造に係る貸付金については、回収計画を策定し、確実な回収を図るととも

に、内航海運活性化融資業務については、資金管理計画を基に、調達する借入金が前

年度以下となるように、新規の融資及び貸付金の回収を適切に行う。

４．短期借入金の限度額

平成２６年度における一時的な資金不足等に対応するための短期借入金の限度額は、

２６０,０００百万円とする。

５．剰余金の使途

高度船舶技術に係る実用化助成業務の充実

建設勘定における管理用施設（宿舎に限る。）の改修

６．その他業務運営に関する重要事項

（１）人事に関する計画

事業規模、事業内容等業務の実情に応じて必要な人材を確保するとともに、業務量

が増加した繁忙部門に必要な人員を重点的に配置する等、人員の適正配置と重点的な
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運用を行う。

（２）独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成１４年法律第１８０号）第

１８条第１項の規定により繰り越された積立金（同条第６項の規定により第１項の規

定を準用する場合を含む。）の使途

・助成勘定

建設勘定に対する新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設のための資金繰入並びに特

例業務勘定に対する債務の償還及び利子の支払いのための繰入に関する業務
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別 紙

【建設勘定】

予算 （単位：百万円） 収支計画 （単位：百万円） 資金計画 （単位：百万円）

金 額 金 額 金 額

収入 費用の部 451,988 資金支出 864,559

国庫補助金等 41,735 経常費用 430,220 業務活動による支出 276,535

地方公共団体建設費負担金 35,975 鉄道建設業務費 255,811 投資活動による支出 423

地方公共団体建設費補助金 5,760 受託経費 173,353 財務活動による支出 567,255

借入金等 401,600 一般管理費 1,051 翌年度への繰越金 20,346

財政融資資金借入金 30,300 減価償却費 6

民間借入金 213,300 財務費用 21,695 資金収入 864,559

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 158,000 雑損 74 業務活動による収入 404,042

業務収入 185,857 受託収入 12,625

受託収入 12,625 収益の部 452,856 その他の収入 391,417

業務外収入 2,131 鉄道建設業務収入 182,352 投資活動による収入 484

他勘定より受入 162,177 鉄道建設事業費補助金収入 150 財務活動による収入 401,600

計 806,126 鉄道建設事業費利子補給金収入 199 前年度よりの繰越金 58,433

支出 受託収入 173,353

業務経費 資産見返負債戻入

鉄道建設業務関係経費 181,282 資産見返補助金等戻入 95,712

受託経費 財務収益 8

鉄道建設業務関係経費 9,281 雑益 1,083

借入金等償還 567,255

支払利息 23,553 純利益 867

一般管理費 5,419 目的積立金取崩額 －

人件費 17,282 総利益 867

業務外支出 10,627

他勘定へ繰入 28,269

計 842,969

［人件費の見積もり］ 12,625百万円を支出する。

（注）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等（平成２６年度）

区 分 区 分 区 分

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸
手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費
用である。
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別 紙

予算 （単位：百万円） 収支計画 （単位：百万円） 資金計画 （単位：百万円）

金 額 金 額 金 額

収入 費用の部 27,897 資金支出 86,149

運営費交付金 9 経常費用 26,157 業務活動による支出 39,716

借入金等 48,400 海事業務費 25,123 投資活動による支出 1

財政融資資金借入金 25,400 受託経費 2 財務活動による支出 42,817

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 23,000 一般管理費 1,028 翌年度への繰越金 3,615

業務収入 33,371 減価償却費 5

受託収入 2 財務費用 1,740 資金収入 86,149

業務外収入 177 業務活動による収入 34,509

計 81,959 収益の部 32,048 運営費交付金による収入 9

支出 運営費交付金収益 9 受託収入 2

業務経費 海事業務収入 31,690 その他の収入 34,498

海事業務関係経費 37,080 受託収入 2 財務活動による収入 48,400

受託経費 資産見返負債戻入 前年度よりの繰越金 3,240

海事業務関係経費 2 資産見返補助金等戻入 0

借入金等償還 42,817 財務収益 4

支払利息 1,704 雑益 343

一般管理費 191

人件費 637 純利益 4,152

業務外支出 122 目的積立金取崩額 －

計 82,553 総利益 4,152

［人件費の見積もり］ 550百万円を支出する。

（注）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸
手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費
用である。

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等（平成２６年度）

【海事勘定】

区 分 区 分 区 分
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別 紙

予算 （単位：百万円） 収支計画 （単位：百万円） 資金計画 （単位：百万円）

金 額 金 額 金 額

収入 費用の部 236 資金支出 90,169

借入金等 経常費用 203 業務活動による支出 44,091

民間借入金 43,855 基礎的研究等業務費 84 投資活動による支出 0

業務収入 46,288 一般管理費 118 財務活動による支出 46,052

業務外収入 0 減価償却費 0 翌年度への繰越金 26

計 90,143 財務費用 33

支出 資金収入 90,169

業務経費 収益の部 236 業務活動による収入

基礎的研究等業務関係経費 43,955 基礎的研究等業務収入 236 その他の収入 46,288

借入金等償還 46,052 資産見返負債戻入 0 財務活動による収入 43,855

支払利息 33 資産見返補助金等戻入 0 前年度よりの繰越金 26

一般管理費 29 資産見返運営費交付金戻入 0

人件費 69 財務収益 0

業務外支出 5

計 90,143 純利益 0

目的積立金取崩額 －

［人件費の見積もり］ 59百万円を支出する。 総利益 0

（注）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等（平成２６年度）

【基礎的研究等勘定】

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸
手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費
用である。

区 分 区 分 区 分
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別 紙

予算 （単位：百万円） 収支計画 （単位：百万円） 資金計画 （単位：百万円）

金 額 金 額 金 額

収入 費用の部 621,952 資金支出 589,586

運営費交付金 225 経常費用 524,374 業務活動による支出 269,705

国庫補助金等 98,210 鉄道助成業務費 523,783 投資活動による支出 1

国庫補助金 98,008 一般管理費 590 財務活動による支出 319,596

政府補給金 202 減価償却費 0 翌年度への繰越金 284

業務収入 462,572 財務費用 97,576

業務外収入 25 雑損 2 資金収入 589,586

他勘定より受入 28,269 業務活動による収入 589,303

計 589,300 収益の部 560,986 運営費交付金による収入 225

支出 運営費交付金収益 225 補助金等による収入 98,210

業務経費 鉄道助成業務収入 462,525 その他の収入 490,868

鉄道助成業務関係経費 15,085 補助金等収益 98,210 前年度よりの繰越金 283

借入金等償還 220,021 資産見返負債戻入 0

支払利息 19,457 資産見返補助金等戻入 0

一般管理費 160 資産見返運営費交付金戻入 0

人件費 424 財務収益 24

業務外支出 34 雑益 2

他勘定へ繰入 334,119

計 589,300 純利益 △ 60,966

目的積立金取崩額 60,966

総利益 0

［人件費の見積もり］ 371百万円を支出する。

（注）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等（平成２６年度）

【助成勘定】

区 分 区 分 区 分

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸
手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費
用である。
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別 紙

予算 （単位：百万円） 収支計画 （単位：百万円） 資金計画 （単位：百万円）

金 額 金 額 金 額

収入 費用の部 43,629 資金支出 263,437

借入金等 51,100 経常費用 33,613 業務活動による支出 214,360

民間借入金 22,100 特例業務費 30,050 投資活動による支出 2

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 29,000 一般管理費 3,393 財務活動による支出 20,674

業務収入 8,785 減価償却費 170 翌年度への繰越金 28,402

業務外収入 10 財務費用 10,016

他勘定より受入 178,557 資金収入 263,437

計 238,452 収益の部 79,363 業務活動による収入 87,777

支出 特例業務収入 382 投資活動による収入 99,575

業務経費 財務収益 78,982 財務活動による収入 51,100

特例業務関係経費 195,085 雑益 － 前年度よりの繰越金 24,985

借入金等償還 19,766

支払利息 9,908 純利益 35,734

一般管理費 1,693 目的積立金取崩額 －

人件費 492 総利益 35,734

業務外支出 1,477

他勘定へ繰入 6,615

計 235,035

（注）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

［人件費の見積もり］ 416百万円を支出する。

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸
手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費
用である。
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【特例業務勘定】
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